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大都市制度調査特別委員会記録 

 

日 令和５年９月14日（木） （第３回定例会） 

時 

 

休    憩 

午前９時59分 開議 （  な    し  ） 午前11時15分 散会 

場  所 第１委員会室 

出席委員 小松﨑 文 嘉 青 山 雅 紀 石 川 美 香 岳 田 雄 亮 

 野 島 友 介 山 崎 真 彦 安 喰 初 美 阿 部   智 

 亀 井 琢 磨 田 畑 直 子 石 井 茂 隆  

欠席委員 な  し 

担当書記 石 黒 薫 子 渡 邉 健 嗣   

説 明 員 総合政策局 

総合政策局長 峯村 政道 総合政策部長 堺  逸樹 

政策調整課長 三浦 賢太郎 総括主幹 中島 大悟 

財政局 

財政局長 山元 隆司 財政部長 勝瀬 光一郎 

税務部長 古山 一俊  財政部参事（資

金課長） 

高橋 大樹 

財政課長 大畑 晃 税制課長 久保木 敬一 

課税管理課長 飯澤 康博 総括主幹 佐藤 正則 
 

調査案件 （１）「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」について 

（２）特別市について 

協議案件 党派別要望運動に係る千葉市の重点要望事項について 

そ の 他 委員会視察について 

            委 員 長    小松﨑 文 嘉 
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午前９時 59 分開議 

 

○委員長（小松﨑文嘉君） おはようございます。 

 ただいまから、大都市制度調査特別委員会を開きます。 

 それでは、本日は、進め方のとおり、調査案件が２件、協議案件が１件でございます。サイ

ドブックスでは、しおりの11番に入っております。 

 まず、大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望、いわゆる青本の内容につい

て、当局より説明を聴取いたします。 

 次に、特別市について、当局より説明を聴取いたします。 

 最後に、党派別要望運動に係る本市の重点要望事項についてご協議いただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」について 

○委員長（小松﨑文嘉君） それでは、調査案件に入ります。 

 大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望についてを議題といたします。 

 委員の皆様は、しおり１番、資料１をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。財政局長。 

○財政局長 財政局長の山元でございます。私からは、大都市財政の実態に即応する財源の拡

充についての要望、いわゆる青本につきまして、取りまとめの経緯と今後の要望活動を中心に

御説明させていただきます。恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 資料の１を御覧ください。 

 初めに、１の取りまとめの経緯でございますが、財政、税務の担当課長会議での要望文案の

検討を経まして、８月16日の財政担当局長会議で最終案を取りまとめたところでございます。 

 お手元の要望書案につきましては、本日、本委員会へ御報告させていただいた後、市長及び

議長の決裁を経る予定となっておりまして、他の指定都市におきましても同様の手続を取るこ

ととしております。 

 次に、２の今後の要望活動でございますが、現時点では10月上旬から中旬に、今年度の幹事

市であります神戸市の市長及び議長を中心に、関係府省及び各政党に要望活動を実施する予定

となっております。 

 また、同じく10月上旬から中旬に、衆参両院の総務委員会に神戸市の税財政関係特別委員長

が要望活動を実施するほか、11月に、各指定都市の税財政関係特別委員による党派別の要望活

動を予定しております。 

 これらの要望活動に当たりましては、本委員会の委員長をはじめ、委員の皆様の御協力を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、資料の２を御覧ください。 

 青本の要望項目におきます昨年度からの変更点について記載をしております。 

 要望項目につきましては、大きな変更はないものの、項目の統廃合が行われておりまして、

全体で14項目が９項目に整理されております。項目の詳細につきましては、後ほど御説明申し
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上げます。 

 続きまして、資料の３を御覧ください。 

 表紙をおめくりいただきまして、目次を御覧いただきたいと思います。 

 初めに、青本の構成でございますが、先ほど資料２で御説明させていただきましたとおり、

項目の統廃合を行った上で、税制関係と財政関係の要望に整理してございます。 

 要望事項は税制関係が５項目、財政関係が４項目の計９項目となっておりまして、要望内容

自体は、制度の抜本的な改正を伴い、すぐには前進しない内容が多いため、今年度も引き続き、

粘り強く要望を続けていきたいというふうに考えております。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 この要望書につきましては、全20指定都市の市長及び議長の連名によりまして、税財政制度

の改正について要望するものでございます。 

 ３ページほど先にお進みいただきまして、画面上でいきますと６ページ目からになりますけ

れども、要望事項の詳細な内容を記載しておりますので、税務部長と財政部長から、それぞれ

御説明いたします。 

 最後に、これらの要望につきましては、いずれも指定都市共通の課題に対する要望でありま

すので、その実現に向けて、今後も引き続き、指定都市が一丸となって、国に対して働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 税務部長。 

○税務部長 税務部長の古山でございます。 

 私からは、税制関係、財政部長からは、財政関係の要望について御説明いたします。恐縮で

すが、座って説明させていただきます。 

 本日は、画面上６ページから25ページまでの要望本文につきまして御説明いたします。 

 それでは、６ページのほうをお願いしたいと思います。 

 まず、要望事項の税制関係でございます。 

 １の真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正でございますが、消費税、

所得税、法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の税の配分をまずは５対

５とし、さらに、国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた

税の配分となるよう、地方税の配分割合を高めていくことなどを要望するものでございます。 

 ２ページ先をお願いいたします。８ページになります。 

 続いて、２の大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化でございます。 

 こちらは、大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び法人

所得課税の配分割合を拡充することなどを要望するものでございます。 

 続いて、２ページ先の10ページをお願いいたします。 

 ３の事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設でございます。 

 道府県から指定都市に移譲されている事務、権限及び新たに移譲される事務、権限について

所要額が税制上措置されるよう、道府県から指定都市へ税源の移譲により、大都市特例税制を

創設することを要望するものでございます。 

 続いて、２ページ先の12ページをお願いいたします。 
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 こちらは、４番になりますが、個人住民税の一層の充実でございます。 

 市町村の基幹税目であり、税収の安定している個人住民税について、国・地方間の税源配分

を是正する中で、より一層の充実を図ることを要望するものでございます。 

 続いて、２ページ先、14ページをお願いいたします。 

 ５番になりますが、固定資産税等の安定的確保でございます。 

 固定資産税は税源の偏在性が少なく、基礎的行政サービスの提供を安定的に支える上で重要

な基幹税目でございます。国の経済対策にこれを用いるべきではなく、今後も公平かつ簡素な

税制を目指すとともに、その安定的な確保を図ること。 

 また、償却資産に対する固定資産税の制度は堅持することと、地方税の税負担軽減措置及び

国税の租税特別措置の一層の整理合理化を進めることなどを要望するものでございます。 

 税制関係の要望事項については、以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 財政部長。 

○財政部長 財政部長の勝瀬でございます。 

 私からは、財政関係の要望事項について御説明いたします。恐縮でございますが、座って説

明させていただきます。 

 画面上の18ページをお願いいたします。冊子では15ページになります。 

 まず、６の国庫補助負担金の改革ですが、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が

担うべき分野については、必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野につ

きましては、国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること、国庫補助負担金の改

革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金については、超過負担が生じることのないよ

う要望するものでございます。 

 次に、画面上20ページをお願いいたします。 

 ７の国直轄事業負担金の廃止になります。 

 こちらにつきましても、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が行うこととされま

した国直轄事業につきましては、地方負担を廃止するとともに、現行の国直轄事業を地方へ移

譲する際は、所要額を全額税減移譲することを要望するものでございます。 

 次に、画面上22ページをお願いいたします。 

 ８の地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止になります。 

 地方交付税は、地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な

削減は決して行わず、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供に必要な額を確

保すること。 

 また、地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率引上げなどによります交付税の増額で対

応し、臨時財政対策債は廃止することなどを要望するものでございます。 

 最後に、画面上24ページをお願いいたします。 

 ９の地方債制度の充実になります。 

 公共施設等適正管理推進事業債につきましては、公用施設を対象とするとともに、長期的な

視点で計画的に対策が進められるよう、恒久的な措置とすることなどを要望するものでござい

ます。 

 要望事項につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

- 4 - 

 

○委員長（小松﨑文嘉君） お聞きのとおりでございます。 

 それでは、御質疑に入りたいと思うんですけれども、せっかく改選期だから申し上げますけ

れども、青本、白本、それから緑本というのがありますけれども、これらにつきましては、昨

年のこの委員会での議論、また、全国の政令市の中での事務局の中でよく練ってから出してお

りまして、ほぼこの内容を変えるということができないんですね。それを御承知の上で、来年

のために御意見を言っていただいたりしていただきたいと思います。大まかに言いますと、意

見の中で、かぶるものをなくしたりとか、先ほど御説明があったとおりですので、強調の仕方

とか、そういったもの、それから、この内容ちょっと分からないということについての御質疑

をお願いしたいと思います。 

 それでは、御質疑がある方、御挙手を願います。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一括でお願いします。 

 １点なんですけれども、国の直轄事業負担金の廃止のところなんですが、今現在、市が負担

している国の直轄事業と、それから負担額について、どのぐらいになるかお聞かせいただきた

いんですが。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 財政部長。 

○財政部長 直近の令和４年度決算で申し上げますと、２億3,300万円を国直轄事業負担金と

してお支払いしてございます。中身につきましては、国道357号線の蘇我地区改良、これが主

な内容となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。ありがとうございます。 

 これが２億3,300万円が本来だったら国が出すべきものだということになりますよね。です

から、やっぱりこの負担金の廃止については、本当に強く要望していっていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。御挙手願います。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答でお願いします。 

 個別の住民税とか、いろいろあると思うんですけれども、根本的なところで、今、税金の国

民の負担率が48％ぐらいで、50％近くいっているということで、そもそも税金とか、社会保障

の負担が国民の生活を切迫しているという状況があるかと思うんですけれども、政令市が全体

的にどちらかというと国の財源を自治体に移譲してくれみたいな、そういった要望が多いと思

う中で、減税なり、国民の負担を減らすような、そういった要望というか、そういった視点も

入れたほうがいいのかなと、次年度以降、そういった観点も踏まえたほうがいいのかなという

ふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 財政局長。 

○財政局長 今回のこちらの要望につきましては、大都市といたしまして、これだけの経費が

かかっているのに対して、財源が確保されていないということでありまして、大都市としての

財源をこのように確保していただきたいというような形でこの青本のほうを整理してあります

ので、そういう意味で、減税を求めていくという形での要望とはちょっと違うかなというふう
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に思っております。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 青本はそういった性質ということで、そのほかで、減税なり、国民の

負担を減らすような税制度の要望なり、提案というのができる手法というのはほかにあったり

しますか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 税務部長。 

○税務部長 今回、青本に関しましては、中長期的な要望ということになります。このほかに、

毎年の税制改正要望のほうを行っておりまして、そちらのほうで細かい内容のほうを要望する

ような形になっております。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。今の江戸時代の五公五民と同じぐらいで、一

揆が起きちゃったときレベルの国民負担レベルになってしまっているので、そこは市民の方の

生活も考えて、税制要望なりで今後やっていただければなと思います。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 一括で１問だけお願いできればと思います。 

 確認の意味を込めてお聞きしたいんですけれども、前年度、令和５年度要望のほうでは、税

制関係の要望事項の５番の定額課税の見直しという項目があったけれども、今回の令和６年度

要望においては、そこについては内容が反映されていないというような形になってあろうかと

思いますが、ちょっと不勉強で恐縮ですが、定額課税の見直しについて、課題が解消されたの

か現状と、それから令和６年度に要望されなかった理由など、お分かりになればお聞かせくだ

さい。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 税務部長。 

○税務部長 定額課税の見直し、こちらの内容つきましては、個人市民税や法人市民税の均等

割とか、それから、事業所税の資産割とか、長期にわたって据え置かれている税目、税率では

なくて金額で定められているものです。例えば、法人市民税ですと、1,000円から300万円まで

11区分、それから事業所税の３割ですと、１平米当たり600円とか、そういうものが長期にわ

たって定額で据え置かれているという状況がございまして、昨年度までは青本の中で要望して

いたんですけれども、今回、青本と、それから、先ほど申し上げました税制改正要綱、こちら

の見直しの中で、青本については中長期的なもの、それから既に制度としてあるものを変えて

いただきたい、そういう要望については、税制改正要望の中でということで整理いたしまして、

今回の定額課税の見直しは、税制改正要望の中で行うということになった次第でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。定額課税の見直し自体が改善されたのではな

く、要望の仕方が変わったということで理解したところであります。どの要望についても、大

変需要ながらも、なかなか国においては要望を聞いていただけない現状がありますので、引き

続き粘り強く要望していただきますようお願い申し上げて終わりたいと思います。 

○委員長（小松﨑文嘉君） そのほかの方いらっしゃいますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（小松﨑文嘉君） それでは、ただいま各委員より様々な御提案、それから考え方が

出ておりました。来年度以降、要望書等を作成するとき、また議長会等でお話をする時の参考

にさせていただければありがたいと思います。 

 ほかになければ、本要望書につきましては、委員の皆様に御了解をいただきたいと思います。 

 なお、青本につきましては、例年11月ごろに行われます党派別要望運動を通じて要望される

とともに、幹事市の税財政関係特別委員長によりまして、衆議院、参議院の総務委員会に対し

て要望されることとなっておりますので、御承知おき願います。 

 以上で、大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望についての調査を終了いた

します。 

 それでは、説明員の方は御退出願います。御苦労さまでした。 

［財政局退出、総合政策局入室］ 

 

特別市について 

○委員長（小松﨑文嘉君） 次に、特別市についてを議題といたします。 

 指定都市市長会、多様な大都市制度実現プロジェクト会議において議論されております特別

市制度の概略について御説明いただくとともに、直近の取組状況等について御報告いただきた

いと思います。 

 委員の皆様には、しおり４番、資料４をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。総合政策局長。 

○総合政策局長 総合政策局でございます。よろしくお願いいたします。 

 特別制度につきまして説明をさせていただきます。詳細につきまして部長より説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 総合政策部でございます。どうぞよろしくお願いします。恐縮ですが、座っ

て説明をさせていただきます。 

 それでは、私のほうから、お手元にお配りをしております資料に基づきまして、特別市の概

略、あるいは直近の取組状況等について御説明を申し上げます。 

 まず、概略について、資料４を御覧ください。 

 ページ１にタイトルございますけれども、指定都市市長会のプロジェクトの一つといたしま

して、多様な大都市制度実現プロジェクトというものが令和２年11月に立ち上がっております。

本市を含む16市が参加しておりまして、令和２年度から３年度にかけて、特別市制度に関する

主要な論点について議論をし、一旦の整理をしたものが今回の資料４のペーパーとなっており

ます。非常に内容が盛りだくさんでございますので、ポイントを絞って御説明をいたします。 

 それでは、２ページをお願いいたします。 

 最終報告の構成がございますが、４点掲げておりまして、１点目として、概要及び必要性、

効果、２点目としまして、第30次の地方制度調査会で指摘された課題への対応、３点目として、

法制化の案、４点目として、機運醸成についてという内容となってございます。 

 それでは、一つ飛ばしまして、４ページをお願いいたします。 

 まず、概要の部分になりますけれども、ここでは現在の大都市制度の状況をまとめてござい
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ます。今現在、既に制度化されているものが、まず、一番上の指定都市制度、２点目が特別区

の設置制度ということで、これはいわゆる大阪都構想に対応した部分でございます。ここまで

が制度化済みで、特別自治市制度につきましては、今議論中ということでございまして、この

上記から多様な制度を選択できるようにすべきという考え方でございます。 

 一つまた飛ばしていただきまして、６ページをお願いいたします。 

 こちらは、特別市の概要を図でお示しをしております。左側が現在の姿でありますが、国と

県の下に指定都市があるという状況、これを二層制と呼んでおりますが、右側に移行をいたし

ますと、特別自治市が道府県のところから外れて、一層制になるというような形でございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 制度の検討に当たっての基本的な方向性をここでまとめておりますが、主なところ、上の３

点でございます。 

 １点目として、一層制の地方公共団体とするということ。２点目として、全ての指定都市が

一律に移行するということは前提としないということ。３点目として、効率的で機動的な大都

市経営を可能とし、市民サービスを向上させる制度とすることなどとしております。 

 そうしましたら、ちょっと飛んでいただきまして、13ページをお願いいたします。 

 ここからは、移行による効果というものを何点かに分けてまとめております。 

 13ページは、まず市民のメリットということでまとめておりまして、色のついた、下半分の

四角の網かけのところでございますが、事務、窓口の一本化によるその手続が簡素化する、あ

るいはシンプルかつ実効性の高い行政体制になるということで、行政課題に的確に対応してい

くことが可能になるといったところをまとめてございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 こちらは、近隣市町村にとってのメリットということでございまして、このページの真ん中

ほどにございますが、現場力を持っている特別自治市が広域にまたがる業務を近隣と連携しな

がら取り組むということを通じて、圏域全体の発展につながるという整理をしてございます。

例としては、公共交通の運営ですとか、施設の共同利用などが挙げられております。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 こちらは、道府県にとってのメリットでございます。 

 ページの一番下に、例としては災害救助法制の見直しなどもございますけれども、これをや

ることによりまして、指定都市の側は、より機動的な災害対応が可能になる。一方で、都道府

県のほうは、この救助実施市以外の市町村の救助に注力することが可能になる、そういった道

府県も大都市以外に集中できるというようなメリットを挙げております。 

 続きまして、16ページをお願いいたします。 

 さらに、より広域的なメリットとして、ちょっとここは概略のみとなりますが、いわゆるそ

ういう強い圏域が各地に生まれることによりまして、多極分散型の社会ということで、国全体

の発展に貢献するということ。 

 あるいは、17ページでは、さらにグローバルな視点ということで、海外諸都市にも、こうい

ったより強力な権限を持つような自治体が存在するという中で、世界の大都市との競争、ある

いは共存というのが可能になるという整理をしておるところでございます。 

 以上がメリットとなっております。 
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 続きまして、また飛びまして、21ページをお願いいたします。 

 このペーパーの論点の２点目として、第30次地方制度調査会の中で幾つかの課題が指摘され

たわけですが、21ページは、そのうちの一つ、区の在り方について整理をしたものでございま

す。 

 このページの上のとおり、地方制度調査会のほうでは、何らかの住民代表機能を持つ区が必

要ではないかという議論がございました。それに対する方向性といたしましては、基本的には、

行政区、いわゆるその法人格を有しない行政区のままでよいのではないかというところ。また、

役割、予算、裁量等の拡充、位置づけの強化というところは必要ではないかということ。ただ

し、四角の枠囲みの外にありますが、地域の実情に応じて各市が取り組めるようにすべきとい

う意見もあったというところでございます。 

 続きまして、また少し飛びまして、25ページをお願い申し上げます。 

 こちらは、３点目の法制化のお話でございます。どのように法律上位置づけるかという、や

やテクニカルな議論となっておりますので、概略のみの御紹介となりますが、この四角の中、

基本的な方向性といたしましては、まず地方自治法に定義を規定するというところ、また、２

点目として、移行手続につきましては、分権の流れを踏まえて、地方からの発意とするという

ことをしております。こういう方向性の下で、このペーパーの中では、２つほど法制化の案の

パターンというのを１回つくってみたという段階でございます。 

 最後に、また飛びますが、31ページをお願いいたします。 

 ここは、最後の論点で、機運醸成というところでございます。 

 ある意味、当然といえば当然なんですが、この制度を御理解いただいて、御支援いただくと

いうことで、市民、道府県民、国民への積極的な発信、また、省庁、国会議員、経済界等へも

様々に丁寧に説明し、発信していくところが必要だということで整理をしたところでございま

す。 

 以上が駆け足でございますが最終報告の概要でございます。 

 それでは、続きまして、資料の５、お願いできますでしょうか。 

 こちらが、今年の７月に資料化をいたしましたが、取組状況についての報告のペーパーでご

ざいます。こちらも概略を御説明申し上げたいと思います。 

 まず、１ページでございますけれども、これはプロジェクトとしての今年度の取組の方向性

でありまして、３点掲げてございます。 

 １点目として、機運醸成、２点目として、意見表明の機会創出に向けた取組の強化、３点目

として、制度の深化に向けた調査、検討としてございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 １点目の機運醸成についてでございますが、まず、９月から３月を重点取組期間といたしま

して、各市で取り組んでいくというところでございます。その共同作成したポスターですとか、

チラシを活用するなどして、広報を実施する予定でございます。 

 続きまして、３ページでございますけれども、国や国会議員への働きかけといたしまして、

11月頃に、指定都市を応援する国会議員の会の役員の方向けの勉強会を開催するなどを予定し

てございます。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 
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 この取組状況の中で、特別市制度の深化に向けた調査、検討という中で、具体的なメリット、

あるいは圏域の発展、効果というところについて議論が行われたところでございます。 

 ５ページを御覧いただきますと、市民や近隣自治体等への具体的な効果事例ということで、

①から⑧まで並んでございますけれども、本日は、このうち、①、③、④の３つについて簡単

に御紹介をさせていただければと思います。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 窓口の一本化による行政サービスの利便性向上でございますが、この概要にありますとおり、

様々な分野において市と道府県で分かれている事務の窓口、これを一本化することによりまし

て、市民によって分かりやすく一体的なサービス提供が可能となるというふうに整理をしてご

ざいます。 

 続きまして、一つ飛んで８ページをお願いいたします。 

 ③新たな感染症対策への迅速な対応でございます。 

 医療体制の確保やワクチン配布につきまして、道府県を経由せずに国と直接調整をするとい

うことができるようになることによりまして、迅速な対応が可能となる、例えば、需要把握、

接種、医療体制の確保などに効果があるというふうに整理をしてございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 ④崖地対策、治水対策の一体的実施による地域防災力の強化でございます。 

 こちらの例えば、急傾斜地崩壊危険区域の指定など、県と市で分かれております事業を、こ

の地域をよく把握している私どもが一体的に対策をするということによりまして、市民の安全

確保、あるいは地域防災力の強化につながるものという整理をしてございます。 

 以上、３点御紹介を申し上げました。 

 その辺が13ページまでが⑧までの説明でございまして、14ページ以降に、より広域的な圏域

の発展について、概略的な整理がございますけれども、詳細の説明については割愛をさせてい

ただければと思います。 

 資料の説明は以上でございます。 

 本市といたしましては、引き続き、このプロジェクトの参加市と連携をしながら、共に調査

研究を進めますとともに、機運醸成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） お聞きのとおりでございます。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一括でお願いいたします。 

 今年度のプロジェクトの中で、情報発信を重点取組期間を設定して行っていくという御説明

だったんですけれども、昨年はどんな取組がされたのかお聞かせいただけますでしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 政策調整課長。 

○政策調整課長 政策調整課でございます。 

 昨年度の主な取組にはなってございますけれども、千葉市におきましては、同様に行いまし

たのが、一つ、ウェブアンケートというものを実施しております。この中で、大都市制度の理

解、認知度がどれぐらいあるのかということを調査いたしました。それから、市政だよりの中

で、特集記事というものを組んでＰＲを行ったほか、ちょうど政令指定都市の施行30周年記念
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ということで事業がございましたので、そこの中で、イベントを実施したというところもござ

います。そのほか、千葉市の中央図書館のほうで、大都市制度の専門コーナーを設置したりと

いったところで取組を進めたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 市民の皆さんに向けて、特別自治市についての理解を深めていただく

ということで、いろいろな取組をされたということです。私も、政令市移行の30周年の取組の

中で、稲毛の区役所で、パネルなども使って特別自治市のことなども取り上げられておりまし

て、やっぱりその市民の皆さんがそうやって、いろんな足を向ける、そういう公共施設の中で、

特別自治市についての理解を深めていただくための何か機運醸成を図っていくための取組とい

うことがやっぱり今後も必要だというふうに思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 一括で４問お願いしたいと思います。 

 １点目で、大区役所制と、区役所の機能が強化されるという御説明があったんですが、どの

ような違いがあるのか。 

 ２点目が、今、都道府県が持っている権限として、警察の説明は資料に載っていたんですけ

れども、医療であったり、あとは介護人材の育成、それから幼稚園などの権限がまだ都道府県

に残っていますが、その点についてはどのような議論になっているのか、お分かりになればお

聞かせいただきたい。 

 ３点目が、参加自治体と共に機運醸成をつくっていきますというようなお話だったんですが、

ちょっと不勉強で恐縮ですが、政令市20市全てではなく、参加自治体はどのような状況になっ

ているのかということと、他市の温度感についても、差し支えない範囲でお聞かせいただきた

い。 

 ４点目が、本市の現状の受け止めであったり、今後の取組についてお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 参加自治体の参加状況については、後ほど課長のほうからと思いますけれども、私はそれ以

外のところで、区役所の機能強化につきましては、実質的に現場にどこまで下ろすか、要は、

県の仕事がこちらに下りてくるとともに、その中で、市域の中で、区役所がどうあるべきかと

いう実質的な話と、要は、より区の独立性を高めるかというところまでというところが様々な

論点があろうと思いますが、そういった中で、先ほど御説明した方向性というのは、引き続き、

まず行政区というレベル間でよいのではないかというところと、あとは、その機能強化の在り

方も、先ほど大区役所制というお話もありましたけれども、やはり市によって、区の持ってい

る権限ですとか、役割の範囲というのは非常に異なっております。ですので、そこは地域の実

情に応じてというようなところが今の現在の議論の到達点であります。 

 一方、その個別の業務につきまして、例えば、警察のお話がありました。これは、今、検討
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課題となってございまして、やはり広域的な犯罪への対応と地域に密着した犯罪の対応、いろ

いろ様々なものがありますので、ここは慎重な検討が必要ではないかというのがプロジェクト

でも議論になってございます。 

 また、医療等につきましては、直近、コロナの話がありまして、特にワクチンですとか、緊

急性の高いスピード感を持って対応するものについて、やはり指定都市がある程度裁量を持っ

ていくということが必要なんではないかという議論がなされたところでございます。 

 最後に、本市の受け止めというところですが、私どももこのプロジェクトの議論に主体的に

参加する中で、やはりまず制度化、多様な選択肢を持つことというのは必要でありますし、今

後の議論、様々個別には困難が伴うと思いますが、やはり最終的には市民サービスが充実する

というのが重要でありますので、そういった中で、有力な選択肢であろうと思っておりますの

で、引き続き積極的に検討を進めてまいりたいというところでございます。 

 私からは以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 政策調整課長。 

○政策調整課長 政策調整課です。 

 先ほど構成市の状況と温度感等ということで御質問いただきました。 

 今、令和５年度のプロジェクトの構成市につきましては、千葉市を含めて13市ございます。

川崎市、横浜市、名古屋市、仙台市、さいたま市、相模原市、静岡市、浜松市、神戸市、岡山

市、広島市、熊本市と千葉市でございます。温度感ということなんですけれども、構成市とな

っていないところからは、オフィシャルな部分でちょっと温度感みたいなところ明確なところ

は伝わってこないところではございますけれども、プロジェクトを設置して、指定都市として

検討を進めていくというところの方向性につきましては、20市の合意が得られているというと

ころで認識をしております。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 御説明ありがとうございました。20市中13市がプロジェクトに参加さ

れているということで、積極的にこの13市でそれぞれの自治体の特性などを比較しつつ、本市

に見合った制度設計ということを研究するとともに、参加されなかった自治体がどういう理由

で参加されないかということについても慎重に課題整理しつつ進めていただきたいということ。 

 それから、区役所制については、おっしゃるとおり、地域の課題が多様化、複雑化する中で、

私どもも、やはり区役所の裁量、あるいは予算化ということの拡充ということは課題というふ

うに認識していますので、そういう意味では、そういう制度設計になっているということは歓

迎すべきであると考えます。どこまで広げていくかということを地域性、特に本市におきまし

ては、６行政区、各区持ち得る課題と特性が違いますので、研究していただきたいと思います。 

 医療についての権限なんですけれども、警察同様、施設整備についても、医療圏単位では千

葉市単独で持っていますけれども、広域的に判断しなければいけない中で、コロナというよう

な単独のものについての対応ということは特別自治市で対応できるにしても、そこのところ、

都道府県との役割分担というのは難しいのかなということで、今後の議論を注視していきたい

と思います。 

 私からは以上です。 
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○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答でお願いします。 

 大きく３点ほどあるんですけれども、１点目が、先ほど13政令市で要望しているという話で、

横浜市も入っていたと思うんですけれども、調べたら、神奈川県が明確に合理性がない、出塔

ではないということで否定をしている記事があったんですけれども、これ、千葉市も入ってい

る、横浜市と一緒にやっていると思うんですけれども、千葉県の意見というか、千葉県はどの

ように思っているのかというのを教えていただけますか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 御質問ありがとうございます。 

 公式な見解としては、私の記憶の限りでは千葉県は特にアナウンスされていないと思います。

ここに、済みません、読売新聞の令和３年12月５日の記事があるんですけれども、そこでは、

新聞社が調査をしたんですが、千葉県は特別自治市について三角、どちらとも言えないという

ようなお答えをされているようでございます。 

 神奈川県のお話がありましたけれども、横浜市と川崎市がかなり目指すということで、具体

的に各市で有識者を入れて検討したり、提言を単独で出したりしています。それに対する神奈

川県の答えというのを、また別の有識者を立てて、いろいろと反論して、あそこはかなり議論

が盛り上がっているところですが、千葉市としましては、どちらかというと、そういう対決モ

ードをあおるのではなくて、やはりお互いのいいすみ分けポイントを今後探していけるような

議論を目指したいなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。引き続き、千葉県と協力関係というか、しっ

かりと議論しながら進めていただければなと思います。 

 ２点目なんですけれども、私は日本維新の会の所属でして、道州制を日本維新の会は推進、

目指しているところでございまして、この特別自治市も、内閣府と総務省で道州制を見据えた

上での創設というふうに地方分権の推進ということでうたっている記事、そういった資料があ

るんですけれども、道州制と特別自治市の違いだとか、あくまで道州制を目指す中でのステッ

プ、移行期の中での特別自治市という位置づけなのか、その辺ちょっと詳しく教えていただけ

ますでしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 基本的に、この特別自治市制度の検討は、道州制とは直結したものではないというふうに捉

えております。どちらの制度も非常に議論としては古くからある話でありまして、特別自治市

というのは、昔、特別市というような制度が一時期存在して、ただ、県の強力な反対に遭いま

して、どこも実現しなかったと。その折衷案として政令市制度ができたということで、そうい

う歴史的な背景を基に今やっているところかなと。 

 一方で、道州制も、一旦明治時代にああいうような形になって、それから動いていないわけ

ですけれども、より経済的な効率ですとか、そういうことを目指しての議論ということかと思

っております。特別市になったから道州制がなくなるとか、道州制になるとかいうことではな
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いと思っておりまして、それは両立する議論かなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。そうすると、この特別自治市を進めながら、

最終的には道州制というふうに移行することも可能だということだと思いましたので、引き続

き、私としては積極的にというか、二重行政をなくすような取組をやっていただきたいなとい

うふうに思いました。 

 最後、３点目なんですけれども、行政区の権限が増えるというところで、千葉市は行政区６

区あると思うんですけれども、区長の権限も増したりして、行政区独自の何かそれぞれ、アメ

リカの何か本当の道州制、州によって違うみたいなもののスモール版みたいな形で、区によっ

て特色を出していくようなことはあるのかどうかちょっとお答えいただけますでしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 今、この特別市制度の中で議論している区の在り方というのが、結局、特別市と政令市で大

きく持つ権限、裁量、予算、人員というのが変わってくる中で、その自治体の中でどういうふ

うに配分するかというお話かと思っております。 

 一方で、今現在の指定都市の中でも、市民のために区の在り方をどうするかという議論とい

うのは、これはこれまでもやってきていて、徐々にではありますが、区の権限ですとか、機能

強化というのはやってきているところで、特に、昨年度、区の中長期的な在り方の基本方針と

いうのをつくりまして、今年度から取組に着手をしているというところでございますので、実

質的な部分というのは、これからもしっかり時間をかけてやっていきたいというところでござ

います。 

 一方で、大きな制度的な部分というのは、まだその議論の端緒についたところでございます

ので、今後の課題かなと思っております。少しちょっと分けながら進めていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、私は若葉区に住んでいるんですけれども、今、区によっ

て行政サービスが変わるような、そういった、どこの区に住んだら得とか、そういう感じにな

ってしまうのか、それとも、そこは基礎的な行政サービスはしっかりと同じような水準を保ち

ながら、独自にやっていくのか、どういうスタンスでやっていく予定でしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 基本的には両面あると思っております。いわゆる、福祉サービス、ユニバーサルなサービス

というのは、住んでいる区によって差があってはいけないわけでありまして、そこはしっかり

と全市民が均等なサービスを受けられるようにやっていく。 

 一方で、区によって地域課題が違うという部分はあろうかと思っておりますので、そういっ

た中で、区は、区民の困り事ですとか、意見というのをしっかりと吸い上げていくというとこ

ろで、区がそのもの事業として区が独自でやるかどうかというのはまた別の話なんですけれど
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も、そういう区が区民の意向をしっかりと捉えて、本庁の事業課と連携をして、取組をその地

域、エリアごとに展開していくというのは、これまでもやっていっておりますけれども、そう

いったところは充実させなければいけないということで考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。そうしたら、基本的なサービスは変わらない

ということで、そこのベースはありつつも、余剰というか、ほか、裁量がある財源なりをそれ

ぞれの区独自で使っていくということだと思うので、それは引き続きやっていただきたいんで

すけれども、区長の権限がかなり多分高まる可能性があるので、そこの選任だとか、そういっ

たところも今後課題になってくるのかなと思いました。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。石井委員。 

○委員（石井茂隆君） この地方自治の行政の課題を解決しようという考え方は、私は大切な

ことだと思っております。 

 それで、今の膨大なエネルギーを使っていくようになると思うんですよ。今もそうだと思い

ます。各政党は、主立った政党でいいです、４つ、５つぐらいの主だった政党はどういう状況

なのか。それと、これを推進しているのはどういう人たちなのか。各政党によって大分違うと

思うんですね。あるいは都道府県はどういう状況になっているかをお聞きしたいと思うんです

けれども。どういう状況でしょうか。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 政党別に特別自治市制度に対する見解、態度というのをそれぞれ明確にされているという認

識は正直ございません。といった中で、推進しているのは、やはりその現場の政令市の市長で

あります。ここもその参加メンバーを見たときに、政党色がどうかということを考えたときに、

さほど何か特別な傾向があるようには私は考えておりません。 

 また、都道府県の状況につきましては、先ほど神奈川県の話が出ましたが、神奈川県は反対

の立場で今議論をしているかと思いますけれども、これも、正直、政令市と県の関係性によっ

て大分異なるのかなというところもありまして、私の中では、今頭の中で思い浮かぶのは、今

の神奈川県のお話と、あとは既に都構想を入れています大阪府と大阪市というところでござい

まして、それ以外につきましては、目立った反対、あるいはもう既にやっていこうということ

で賛成しているというところは話としては認識してございません。 

 以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ありがとうございました。時間がかかると言いますか、理解を得るた

めには。 

 それから、神奈川県の政治の世界でいいますと、政令市のほうが力を持っているんですよね。

そうすると、県の連中はやらないですよ。こういう確執とか、いろんな問題が絡んでいるんじ

ゃないかなと。我々の政党かもしれませんけれども、ほかのところもそうだと思うんですよね。

恐らく。千葉県の場合は１か所だし、まだどうなのか分からないとか、海のものとも山のもの
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とも分からないし。ただ、70年もたって、課題があるから、そういう議論をしてもらうことは

いいことだなんてぐらいのつもりでいるかもしれないですね。そんな感じを私は持っています

けれども、課題を持って動いていくことはいいことだと思っています。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかに発言がなければ、以上で特別市についての調査を終了いた

します。 

 当局におかれましては、今後、特別市について、国、そして他の政令市の動きがございまし

たら、適宜、本委員会に御報告を賜りたいと思います。 

 それでは、説明員の方は御退出ください。御苦労さまでした。 

［総合政策局退出］ 

 

党派別要望運動に係る千葉市の重点要望事項について 

○委員長（小松﨑文嘉君） 次に、党派別要望運動に係る千葉市の重点要望事項について御協

議願います。 

 党派別要望運動は、他の政令指定都市と共同で、党派に所属されている委員が所属政党に対

して、先ほど御協議いただいた青本とともに、各市で個別の要望事項がある場合には、それを

併せて要望するものでございます。 

 事前に配付させていただきました本市の重点要望事項の正副委員長案は、７月に終了いたし

ました本市の令和６年度国の施策及び予算に対する重点要望、いわゆる緑本から例年選定して

おります。 

 本年度の緑本の要望事項は30項目でありますが、他市における例年の要望事項数などを先例

として参考にさせていただき、本市特有の課題か、市民生活に直結した課題かなどを総合的に

勘案し、正副委員長において新か及び変更のあった項目から、16項目に絞り込ませていただい

たところでございます。 

 それでは、正副委員長案については、青山副委員長より御説明をいたします。青山副委員長。 

○副委員長（青山雅紀君） 正副委員長案16項目の選定過程について御説明いたします。 

 サイドブックス、しおり６番、資料６、選定理由、正副委員長案及びしおり７番、資料７、

千葉市要望事項、正副委員長案を御覧ください。 

 本要望は、青本とともに要望を行う各指定都市の個別要望である点を踏まえ、本市特有の課

題か市民生活に直結する課題かを総合的に勘案し、策定いたしました。 

 その結果、まず、１番の物価高騰への対策につきましては、物価高騰が本市の市民生活や事

業活動、また行政運営においても重大な影響を及ぼしていることから、次に２番の感染症対策

における財政支援等につきましては、新興再興感染症の流行時への対応を見据え、保健所をは

じめとした体制を強化するための財源を確保しておくことが必要であることから、次に、３番

のこども未来戦略方針に関する要望につきましては、全ての家庭が安心して子供を産み育てる

ことができるよう、市町村等の意見を踏まえた的確な対応が必要なことから、次に４番の子育

て支援の推進につきましては、待機児童解消など、子育て支援のさらなる推進に重要なことか
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ら選定いたしました。 

 次に、５番の子どもの貧困対策の推進につきましては、子供の貧困対策の実効性を高めるた

めには十分な財源が必要なことから、次に、６番のシステム標準化に係る移行期限及び経費の

補助につきましては、住民記録や税等の業務を取り扱う基幹システム等について、標準準拠シ

ステムの移行を推進していることから、次に、７番の在留外国人に対する日本語教育等の推進

につきましては、制度設計及び必要な経費を全額国費で措置することを求めるため、次に、８

番の不登校児童生徒の多様な学びの機会の確保につきましては、不登校児童生徒数が増加傾向

であり、その対応や支援が急務となっていることから選定いたしました。 

 次に、９番のＩＣＴを活用した学習環境の整備につきましては、ソサエティ5.0時代を生き

る子供たちにふさわしい教育環境の整備、維持が必要であることから、次に、10番の特別児童

扶養手当制度の見直しにつきましては、受給資格の認定について、指定都市の間で差が生じな

いよう、制度の抜本的な見直しを求めることから、次に、11番の障害福祉サービスに係る十分

な財政措置につきましては、訪問系サービスの支給量の増加が見込まれており、制度の持続性

を高めるためにも財政支援の拡大が必要なことから、次に、12番の2050年カーボンニュートラ

ルに向けた事業者への取組支援及び暮らしの脱炭素化促進のための基盤整備につきましては、

産業及び家庭部門における温室効果ガス削減に向けた取組促進がカーボンニュートラル達成に

つながることから選定いたしました。 

 次に、13番のモノレール施設の脱炭素化と利用促進に向けた設備整備支援の拡充につきまし

ては、地球温暖化防止の取組となるＣＯ２排出量の削減や地域防災にも資することから、次に

14番の航空機騒音の改善につきましては、航空機騒音の解消は、飛行ルート下にある本市特有

の課題であり、市民からの改善要望があることから、次に、15番の首都圏の連携を強化し都市

の成長を支える広域幹線道路網の整備促進につきましては、幹線道路の混雑解消は、社会・経

済活動支援等に寄与し、市民生活の向上にも大きく影響することから、最後に、16番の下水道

施設に係る国土強靱化のための財源の確保につきましては、下水道施設に係る国費負担につい

て、防災・減災、国土強靱化を推進し、市民の安全で安心な暮らしを確保するため、選定いた

しました。 

 正副委員長案選定理由につきましては、以上でございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） お聞きのとおりでございます。 

 なお、補足ですが、30項目を16項目にした理由でございますが、一番少ないところでは８項

目、他の市ではですね。ここ数年で十数項目だったのが30項目まで膨れ上がりまして、何を言

っているんだか分からない。また、これを読むのは国の職員でございまして、たくさんいろん

な書類が上がってきて、どこがポイントなのか、理解してもらうためにはこのくらいかなと。

ただ、別に削除するとか、そういうわけではないんですね。あくまでほかの要望書にもうたっ

ている部分でもございます。 

 ですが、この一応委員長、副委員長で協議したのが今16項目ではあったんですけれども、ぜ

ひこれは抜けているんですが入れたいというようなこともあれば、御意見入れさせていただい

たりしたいなと思いますので、御意見がございましたらお願い申し上げます。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 教育の質を維持向上するための教職員の確保についてなんですけれど

も、不登校の対応については、項目で上がっているんですけれども、やはり外国人のお子さん
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や発達障害のあるお子さん、そして不登校のお子さんなどが増えている。多様性に対応すると

いうことが求められていると思うんですね。それで、子供たちが必要としている支援をしなが

ら、子供が学ぶ権利を保障していくには、やっぱり先生の人数が多くないとなかなか難しいこ

とだと思います。 

 今、教員不足も言われている中で、大変だと思うんですけれども、やっぱりこの教員を増や

すというところをやっていかないと、子供たちの成長発達を保障していくということはなかな

かできないんじゃないかなというふうに思いますので、教員を増やすこととともに、負担軽減

のためのスタッフの増員などもここには掲げられているというふうに思いますから、千葉市の

小中学生６万7,000人いるので、その子供たちみんなが学びの楽しさを実感できるように、教

員増というのは重点要望にすべきじゃないかなというふうに考えています。 

 それと、もう一つ、国民健康保険制度の支援措置なんですけれども、ここもぜひ取り上げて

いただきたいなというふうに思うんですね。国保料、本当に高くて、国民健康保険、低所得者

の方が多いので、所得に占める保険料の割合が１割ということで、ほかの健康保険と比べてす

ごく率としては高くなっています。保険料も払えない方も多くいる中で、やはり国民皆保険制

度の下では、誰もが安心して医療にかかれるようにしていくためには、この国の財政措置、引

上げていくことが求められるんじゃないかと思いますので、ここのところは、国保の支援措置

についてはぜひ入れていっていただきたいというふうに思います。 

 そして、もう一つ、我が会派は、首都圏の連携を強化して都市の成長を支える広域幹線道路

網の整備促進についての項目については、削除ということを昨年も言ってきましたので、やは

り新湾岸道路とか、それから検見川、真砂のスマートインターチェンジ、そういうものはちょ

っと、生活道路をまず優先させて、大きな道路は必要ないということでずっと議会でも求めて

きておりますので、この項目については削除していただきたいということで意見を述べさせて

いただきます。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。阿部委員。 

○委員（阿部 智君） では、お願いします。 

 我々は、先ほど出ておりました広域の道路をしっかり整備するという立場でございますので、

先ほど安喰委員から出ていた反対の意見について、反対いたします。しっかり整備していただ

くことを千葉市としても声を上げていくべきという立場でございますので、一応我が会派とし

ての意見を述べさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。 

 委員長、副委員長の案に賛同申し上げるということをまず申し上げて、選定については御苦

労あったかと思います。ありがとうございました。 

 それを踏まえて、我が党の党派別要望なんですけれども、限られた時間の中での発言が求め

られていて、委員長、副委員長案の緊急性というのは理解しつつも、今回選定されなかったも

のについては、本市特有のタイミングとしての課題もあったのかなというふうに思います。児

童相談所の専門職についても、２所化であったり、夜間中学のことであったり、ちば共創都市

圏のことであったり、地域性の高いものが今回選定されなかったということについては認識を



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

- 18 - 

 

しつつも、これについては、発言をするときには、他政令市との発言との差別化ということで

補足して、資料等は党幹部等にも行っているという理解で、補足で御説明などで要望するとい

うことは差し支えないという理解でよろしいでしょうか。確認も含めてお願いいたします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 これらにつきましては、各党会派で、国に会派が党に対して要望するところ

でつける分には全然差し支えないと思いますね。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。では、正副委員長案ということを軸にしつつ

要望しつつも、補足説明として、その部分については、口頭で説明をさせていただくように工

夫をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。山崎委員。 

○委員長（小松﨑文嘉君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 主に３点ほどありまして、前提としてなんですけれども、正副委員長

案の数を減らして国に分かりやすく要望するというのには賛成いたします。 

 その観点からなんですけれども、重複しているところも見受けられるかなというところがち

ょっと気になりまして、子育て系の支援がかなり手厚い印象がありまして、例えばなんですけ

れども、子育て支援の推進についてと、その下の子どもの貧困対策の推進についてだったり、

不登校の児童の多様な学びについてなど、重複するというか、子育て関係のくくりに入れても

いいものがちょっとあるかなと思ったので、そこは、ある程度、子育てという広い枠の中で、

具体的にこういった項目を列挙していくやり方でもいいのかなというのはちょっと思いました。 

 ２つ目なんですけれども、これは、特別自治市の話が先ほどの総合政策局であったと思うん

ですけれども、そこで、千葉市が全国13政令市で共同でやっている、賛成しているというとこ

ろも踏まえて、地方分権改革の推進、３番目のを入れないのもちょっと不自然かなという、ち

ょっとそういった気もしましたので、大きな話として入れてもいいのかなというのは一つ思い

ました。その代わり、先ほどの子育てのほうを少し統合するみたいな、そういったやり方もあ

るのかなというふうに思いました。 

 最後なんですけれども、１点目の重複するところと同じようなことなんですけれども、2050

年カーボンニュートラルのところとモノレール施設の脱炭素化も、ある程度、環境問題という

ところで一くくりにできなくはないのかなということも思ったので、そこも可能であれば一つ

にして、ある程度、10個ぐらい、12個とか、さらに減らすというのも今後考えていくべきなの

かなと思いました。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。石川委員。 

○委員（石川美香君） 我が会派の意見といたしましては、正副委員長の案に賛成いたします。 

 以上です。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小松﨑文嘉君） なければ、これは難しい問題なんですよ。最初、副委員長と話し
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たんですけれども、８項目でもいいかなという気もするんですけれども、先ほど山崎委員から

もありましたけれども、言いっぷりなんですよね。中身として、その言葉が入っていれば、項

目としては８項目だったり、10項目だったりするんですけれども、児相、子育て、貧困、近い

問題だと、同じ部分を一文に入れてしまえば、ただ、言いっぷりのどこに言葉の重点を置くか

とか、そういうのもあるんですよ。 

 だから、今後、今言った意見を参考にまずさせていただきたい。今回は、30項からいきなり

８項にしたら、ちょっとドラスティックかなと。ところがこの３年であっという間に増えちゃ

ったんですね。受け取る側を考えると、このほうがいいかなというところなんです。 

 それでは、今いただいた意見を総合いたしますと、つけ足したいという方がいるところにつ

いては、例年、私も何度かこの委員会に所属していたんですけれども、その中で考えると、つ

け足す分には全然構わない。当然、さらに削除ということも、文章としてはあるんですけれど

も、そういう中で言っていただいてもいいのではないかということでございますので、自民党

に対するような反対意見がなかったし、削除しないということ。それから、国民民主党、立憲

民主党に関するものにつきましては、御意見が出ましたので、その御意見のとおりにやってい

ただく。それから、公明党に対するものに関しましては、石川委員の御意見のとおり、そして

共産党に対するものに関しては、安喰委員のおっしゃるとおりの形で出していただく。基本が

これで、あと、皆さんの意見としては、絞っていくこと自体には問題がない。あと、言いっぷ

りを私、この委員会に何年いるか分かりませんけれども、次になる方たちに対して、事務局か

ら申し送りをしていただいて、そういう、まとめるんであれば、そんなようなことを補完する

ような内容でつくってもらうとか、そういうことで対応したいと思います。 

 それで、あと、最後に、山崎委員のほうから出ました、包含しつつ、大きな制度も入れてい

ったらということでございますので、それについても、先ほど青本、白本、緑本の話もありま

したけれども、一応入れてみるというのも一つの形ではあります。今回の場合は、個別のもの

がどうしても具体的なものが多くなっちゃうんですけれども、意見としては出ていますので、

それらについて入れていただくのでいいんじゃないかなと思います。 

 なお、要望運動の日程につきましては、例年、11月中旬に行われていますが、今後、幹事市

において、各党派と日程調整が行われますので、決定され次第、御連絡をいたします。 

 以上で、党派別要望運動に係る千葉市の重点要望事項についての協議を終了といたします。 

 

委員会視察について 

○委員長（小松﨑文嘉君） 最後に、10月11日から10月12日の委員会視察について御報告がご

ざいます。 

 先日の委員会で、視察先及び視察項目について正副委員長に御一任をいただきましたが、視

察先は、１日目は相模原市、２日目は福島市で、特別市などについて調査を行う予定です。 

 これにつきましては、本来１泊で政令市に行くのが一番ベストなんですけれども、これ、非

常に難しい問題なんですね。まず、行く対象として、必ず、政令市を入れなさいという、そう

いう決まりになっております。その中で、政令市で全てを完結したときに、ちょっと内容が薄

いかなといったときに、特別市などについていろいろ確認したところ、福島市であれば、比較

的そんなに遠くないので実現可能だったと。とにかく、今回、ほぼ相模原市以外がこの日に受
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け入れるのがなかったということだったので、近いところですけれども、内容としては、比較

的悪くない内容なのかなというところを委員長、副委員長で確認いたしましたので、御了承い

ただきたいと思います。 

 詳細が決まり次第、委員の皆様にはお知らせをいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小松﨑文嘉君） ほかに何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小松﨑文嘉君） なければ、以上で、大都市制度調査特別委員会を終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

午前11時15分散会 

 

 


